
 

 

 

平成２８年度事業計画について 

 

 

 司法書士は身近なくらしの法律家であると自己宣言していますが，こ

れを具体化する活動は，様々な立場により色々な意見が提案されること

でしょう。われわれとしては，制度の発展こそが延いては個々の司法書

士の足元を踏み固めるものと考え，事業規模を拡大して活動することが

必要と判断致しました。 

 

 この基本的視点のうえに，事業部門おいて，会員内部に向けた研修部

門では，日司連研修のインターネット配信を昨年度同様に活用したり，

専門講師を招いてタイムリーな研修会を開催したいと企画しています。

外部に対しては，相談部門の充実を少しでも図っていく所存ですし，広

報部門も協働してこれを目指して参ります。従来の法教育活動も継続し

て，青少年に対する司法書士活動を周知していきます。事業活動の規模

は，時々の予算枠に縛られて制約されますが，以前と違い，社会におけ

る司法書士会の活動を期待されている現状からしますと，例えば空き家

対策に協力することは必要な社会活動の一つです。わが会独自の呼び名

であるリーガルエコーで言い表される地域活動も，将来に向かって育て

ていかなければなりません。 

 

 ２７年度事業報告で報告しましたとおり，本年度内に会館の耐震工事

を実施したいと考えています。先般の熊本地方の大地震は，他人事では

ありません。会員各位もわが身に置き換えて実感されたのではないでし

ょうか。何時発生するか判らぬ南海大地震に備えて，多額の出費となり

ますが，必要な措置と考えた次第です。 

 

 これを契機に，将来の災害に備えて，わが会独自に何らかの対策と資

金の確保が必要と考え，その準備を始めるべきと判断しまして，関連す

る各部門が協力して検討していく予定です。 

 



 

 

 

 

 当会の会計処理は，現在，国が求めている公益法人会計処理と異なる

ものですので，他会を参考にしながら，公益法人会計基準に則った会計

処理に転換していくことを検討課題に加えました。その際，通常の一般

会計とは別に特別目的に沿った特別会計の分離独立も検討して参ります。

これも他会の事例を参考にして，会館維持特別会計(仮称)，  災害対策

準備金特別会計（仮称）等について，検討していきたいと考えています。 



 

平成２８年度各部事業計画案 

 

 

総務部 

 １．司法書士ハンドブックの改訂  

 ２．非司調査への協力  

 ３．会史編纂 

 ４．耐震工事の実施 

 ５．災害対策準備金（仮称）についての検討  

 ６．出張相談旅費規程の検討  

 ７．その他他の部の所掌に属さない事業  

 

 

経理部 

 １．公益法人会計の検討・導入  

 ２．公益法人会計の導入に伴い，一般会計と特別会計としての会館維持 

   特別会計（仮称）、災害対策特別会計（仮称）の検討・導入  

 

 

企画部 

１．業務の改善に関する企画及び立案に関する事業  

   オンライン申請の推進等  

 ２．業務関係法規その他業務に関する調査統計及び研究に関する事業  

    空き家問題対策への取組  

    法規に関する研修会の企画開催  

    リーガルエコー（出張相談等）の実施 

    災害対策についての取組 

 ３．講演会及び講習会等の開催に関する事業  

    他団体との講演会（セミナー）相談会等企画開催  

 ４．法教育事業の推進 

 

 

研修部 

 １．会員全体研修会の実施 

 ２．年次制研修実施に当たり該当会員以外の会員の参加を募る 

 ３．支部研修実施支援事業 

 ４．会員に対しＤＶＤ研修及びｅラーニング研修並びにオンデマンド 

   研修の周知を図る 

 ５．研修を録画記録化（ＤＶＤ化）し、貸出を行う 

 

 



 

 

広報部 

 １．司法書士制度の広報 

 ２．各種市民支援事業に対する広報 

 ３．市民への情報公開 

 ４．ホームページの管理・運営 

 ５．会報「きのくに」の発行 

 ６．きのくにエクスプレスによる会員への情報提供 

 

 

市民支援部 

 １．司法書士総合相談センター及び相談事業の充実 

   （１）総合相談センター田辺の充実 

       昨年度までは隔月開催であったところ、毎月開催する 

   （２）総合相談センター橋本の充実 

   （３）当相談センターと連携する団体へのＰＲ 

   （４）巡回相談会の開催 

 ２．各関係団体への相談員の派遣 

   （１）県及び市町村、法テラス、行政評価事務所、社会福祉協議 

      会、白浜レスキュー等との連携強化 

   （２）当会にとって関係を構築すべき団体（市町村等）との連携 

 ３．相談員の育成 

    相談に関する研修等を行う 

 ４．生活困窮者等に対する法的支援に関する事業 

    昨年度実施した生活保護申請等同行支援事業を継続する 

 ５．少額の裁判を対象とした報酬助成制度の活用を促進する 

 ６．ＡＤＲセンターの運営 

    本会総合相談センターが実施する無料相談会において、ＡＤＲ 

   の実施が可能と思われる事案については本会のＡＤＲセンターの 

   案内を行いたい 

 


